
 

 

障害者雇用納付金制度に基づくグループ就労訓練に係る助成金（職場実習型） 

１ 助成内容 

事業主が、指導員の支援のもと、盲学校・聾学校・養護学校の生徒が事業所で就労する実習を行い、

常用雇用への移行を促進することについて助成金を支給します。 

 

２ 助成金支給先 

  事業主 
 
３ 対象障害者 

盲学校・聾学校・養護学校の高等部（本科）の３年生である身体障害者・知的障害者・精神障害者 
 
４ 対象ユニット 

  １ユニットは１人以上５人以下 
    
５ 訓練時間・訓練期間 

訓練時間は１人当たり週20時間以上を基準とします。 

訓練期間は１人当たり２週間以上２ヶ月以内とします。 
 
６ 指導員 

  次に掲げるいずれかの者である必要があります。 

・ 重度障害者多数雇用事業所又は特例子会社において障害者の就労支援に関わる業務を３年以

上行った者 

・ 障害者職業生活相談員資格取得後、障害者である労働者の相談及び指導を５年以上行った者 

・ 職場適応援助者養成研修を修了した者  
 
７ 助成金支給対象費用 

職場実習をした対象障害者が１名以上雇用率の対象となる労働者となった場合の、指導員による援

助の実施に係る費用 
 

８ 支給額等 

   ・ 支給額：１日当たり2,500円 

   ・ 支給限度額：月５万円 

   ・ 助成金の認定を受けた事業主が、雇用率の対象となる労働者として採用した場合に支給請求

を行うことができます。 

 

９  認定申請の期限 

事業を開始しようとする日の２か月前 

    

10 お問い合わせ先 

各都道府県障害者雇用促進協会 

 

注）上記の他に、グループ就労訓練（請負型、雇用型）もあります。 



20

訪問系サービスの
利用者数

日中活動系サービスの
利用者数

居住系サービスの
利用者数

［ 平成１７年度 ］ ［ 平成２３年度 ］

３０万人
４７万人

グループホーム ３万人
９万人

サービス利用者の将来見通し

（１．６倍）

９万人
１６万人

（１．８倍）

小規模作業所 ８万人

小規模作業所 １万人

施設入所者等
２２万人

１６万人

一般就労への移行者数 一般就労移行者 ０．２万人 ０．８万人

※平成１５年

福祉工場 ０．３万人
就労継続支援（雇用型）

３．６万人

２５万人 ２４万人

福祉施設における雇用
の場

△６万人

＋６万人

※ 計数については、端数処理を行っているため、積み上げと合計が一致しない場合がある
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障害福祉計画に盛り込むべき就労関係の目標について

１．現在の福祉施設利用者のうち２割以上が就労移行支援事業を利用

２．福祉施設から一般就労への移行を希望する者について、

① 全ての者がハローワーク、障害者就業・生活支援センターによる支援を
受ける

② ３割が障害者委託訓練を受講する

③ ５割が障害者試行雇用（トライアル雇用）の開始者になる

④ ５割が職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援を受ける

ことを目標として取り組む。

障害福祉計画における「平成２３年度中に、福祉施設から一般就労に移行する者を現在の４倍以上と
する」という数値目標の達成に向けて、障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道
府県労働局等と連携して、平成２３年度において下記の目標を達成することを目指す。



雇用と福祉の連携による就労支援  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

一般企業での
雇用を希望 
する障害者

就職
継続的な 
雇用の 
実現 

福祉施策
(就労移行支援事業等) 

職場開拓等 

トライアル雇用

ジョブコーチ 
委託訓練等 雇用施策 

職業評価 
職業相談 
職場開拓等 

ジョブコーチ 
定着支援 

定着支援 

施設体系の見直しに

よる一般就労への移

行促進（障害者自立支

援法） 

拡充 

作業訓練 
 

・基礎体力養成 
・対人関係構築 
・施設外授産  

等 

※ 障害者就業・生活支援センター事業 
  （就業と生活の両面にわたる一体的な相談・助言等） 
 

失
業
・
離
職 

再チャレンジ

障害者雇用促進法改正

に併せて創設 

職業紹介

※ 地域障害者就労支援事業 
ハローワークが福祉施設等と連携して、個々の障害者に 
応じた支援計画を策定。計画に基づく就職・職場定着支援。 

 

障害者雇用促進法改正

による拡充 




